
建設リサイクル法の遵守について

令和８年４月

香川県土木部技術企画課



目次
１．建設リサイクル法の目的
２．建設リサイクル法の概要
３．【民間工事】建設リサイクル法の届出等様式・届出窓口
４．【公共工事】建設リサイクル法の通知等様式
５．建設リサイクル法とアスベスト・フロン
６．PCB廃棄物の早期処理（参考）



１．建設リサイクル法の目的
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

生活環境の保全及び国民経済の健全な発展

【法律制定の背景】
これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄というあり方から、資源の利用

から廃棄物の処理に至るまでの各段階で環境負荷が高まっている。
廃棄物を分別せずにまとめて処理しようとすると、処分費が著しく高くな

り、不法投棄に向かいやすい。また、最終処分場のひっ迫につながる。

【法律の目的】
特定の建設資材について分別解体等及び再資源化等を促進するとともに、

解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、資源の有効利用
の確保及び廃棄物の適正な処理を図る。

（平成13年5月30日施行）



２．建設リサイクル法の概要
【対象工事の要件】

特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事、又はその施工に特定建設資
材を使用する新築工事等であって、その規模が基準以上のもの

※特定建設資材とは、
コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材（プレキャスト版等を含む）
アスファルト・コンクリート
木材

※規模の基準とは、
規模の基準対象建設工事の種類

床面積の合計 ８０㎡建築物の解体工事

床面積の合計 ５００㎡建築物の新築・増築工事

請負代金の額 １億円（税込）建築物の修繕・模様替等工事（リフォーム等）

請負代金の額 ５００万円（税込）建築物以外の工作物の工事（土木工事等）

解体工事：建築物のうち、構造耐力上主要な部分の全部または一部を取壊す工事
新築工事：更地に新たに建築物等を建てる工事
増築工事：同一敷地内において、既存建築物等の床面積を増加させる工事
修繕・模様替等工事：解体、新築、増築の工事に該当しないもの（建築物の一部を解体

する工事であっても、構造耐力上主要な部分の解体を行わない工事
については、修繕・模様替等工事として取り扱う）



２．建設リサイクル法の概要
【必要事項】※主なものを抜粋

 契約前
受注者（元請業者）は、発注者に対して分別解体等の計画等を書面にて説明。

 契約時
契約書面において、分別解体等の方法、解体工事及び再資源化に要する費用等
を明記。

 着手前（７日前まで）
発注者または自主施工者は、都道府県知事等に対して分別解体等の計画を届出。
※公共工事の場合は、『届出』が『通知』になります。

 施工時
公衆の見やすい場所に標識を掲示。技術管理者を配置。
工事現場での分別解体とリサイクル（再資源化）

 完了時
受注者（元請業者）は、発注者に対して再資源化の結果を書面にて報告。



届出義務違反等には罰則規定が適用される場合があります

県知事
（高松市長）

４完了報告

変更命令

３届出or通知

１説明※

受注者（建設業許可又は解体工事業登録が必要）

・分別解体等､再資源化等の実施

・現場における標識の掲示

・技術管理者による施工の管理

助
言

命
令

勧
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発注者

２契約※

※県土木部発注の工事については、
「１説明」及び「２契約」時に提出する建設リサイクル法に関する書類を、
電子契約の有無に関わらず、R6年度から電子メール等で提出することが
可能となっています。

２．建設リサイクル法の概要
【手続き等の流れ】解体工事の場合



３．民間工事の場合
建設リサイクル法の届出等様式・届出窓口

技術企画課 香川県建設リサイクルホームページに掲載
https://www.pref.kagawa.lg.jp/gijutsukikaku/recycle/index.html

ホームページ更新後
の画面スクショに変

更する！



４．公共工事の場合
建設リサイクル法の通知等様式

土木監理課 各種様式集に掲載
https://www.pref.kagawa.lg.jp/dobokukanri/nyusatu/koji/yousiki1.html

都道府県知事等に対する「通知」は
発注者が行いますが、
「契約書別紙」や「説明書」は
受注者が行う必要があります。



分別解体等の施工方法に関する基準（建設リサイクル法施行規則第２条）

５．建設リサイクル法とアスベスト・フロン
【建設リサイクル法とアスベスト事前調査】

【届出別表】

建設リサイクル法の届出様式（別表）に、フロンの有無を記載する欄を追加（R3～）
【建設リサイクル法とフロン事前調査】

 吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したものの
有無の調査その他対象建築物等に関する調査を行うこと。

 付着物の除去その他の工事着手前における特定建設資材に係る分別解体等の適
正な実施を確保するための措置を講ずること。



５．アスベスト（参考）
【アスベストの事前調査の改正】（令和8年1月1日適用）【アスベストの事前調査】

アスベストに関する基準（大気汚染防止法）
 建築物等の解体、改造、補修作業を行う際に、石綿含有建材が使用されていないか

確認する事前調査を行うとともに、当該調査の結果を都道府県等に報告すること。
 石綿含有建材が使用されている建築物等の解体等工事を行う際の石綿飛散防止対策

を講ずること。

【担当窓口】香川県環境管理課
高松市環境指導課



 解体する建物において業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の有無を事前確認し、その結果
を書面で発注者に説明。（その書面の写しを3年間保存）

 フロン類の回収を充填回収業者に依頼。（工事の発注者から充填回収業者へのフロン類
引き渡しを受託した場合）

 フロン類が回収されていることを確認し、廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す。

５．フロン（参考）
【フロン排出抑制法の対象となる機器】

業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち、フロン類が使われているもの
・店舗用エアコン
・ビル用マルチエアコン
・業務用冷凍冷蔵庫
・冷凍冷蔵用ショーケース 等

【建設・解体業者がやるべきこと】

【担当窓口】香川県環境管理課



 解体しようとする建物において、以下のサイトに掲載される「PCBの確認方法」により、
PCBの有無について確認を行う。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/junkan/pcb/kakunin.html

 対象物が確認された場合は、各種手続きに基づき処分、管理を行う。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/junkan/pcb/skfog4170316155521.html

６．PCB廃棄物の早期処理(参考)
【PCB（ポリ塩化ビフェニル）とは】

電気機器用の絶縁油等に使用されていたが、人体や環境に影響を及ぼすこと
が判明し、昭和47年に製造禁止となった物質
（使用事例）
・昭和52年（1977年3月）以前に建てられた事業用建物（工場、ビル等）
・蛍光灯安定器 ・水銀灯安定器 等

【建設・解体業者がやるべきこと】

【担当窓口】香川県循環型社会推進課
高松市環境指導課

【処理期限】

処理期限区分

令和3年（2021年）3月31日※高濃度PCB廃棄物

令和9年（2027年）3月31日低濃度PCB廃棄物

※発見した場合は
担当窓口に至急連絡を！

PCB特措法により、期限内の処理が必要です。


